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３ 証明書に関する注意事項について
(1) 韓国産養殖ひらめ及びその加工品

養殖冷蔵ひらめ肉については、韓国政府の養殖ひらめの証明書及び冷蔵ひ
らめ肉確認証明書の２枚１組で構成されていること。

(2) 南アフリカ産グレープフルーツ
植物防疫証明書(Phytosanitary Certificate：証明書１）と農務省

(National Department of Agriculture)が発行する検査証明書（証明書２）又
は規格局(SABS:South African Bureau of Standerds)が発行する検査証明（証
明書３)の２枚１組で構成されており、植物検疫証明書の証明書番号が検査証
明書に記載される。

なお、植物防疫証明書については、写しで差し支えない。


